
① 介護福祉士の業務：「入浴、排せつ、食事その他の
介護」から「心身の状況に応じた介護」に改正する。

② 社会福祉士の業務：福祉サービスを提供する者又
は医師等の保健医療サービスを提供する者その他の
関係者との連絡・調整を明確化する。

【介護福祉士】

① 「養成施設」卒業者は、資格を取得するためには、
新たに国家試験を受験する仕組みとする。

② 「福祉系高校」について、教科目・時間数だけでなく
新たに教員要件、教科目の内容等にも基準を課すと
ともに、文部科学大臣・厚生労働大臣の指導監督に
服する仕組みとする。

③ 「実務経験」（３年以上）に加え、新たに６月以上の養
成課程（通信等）を経た上で国家試験を受験する仕組
みとする。

３ 資格取得方法の見直し

【社会福祉士】

④ 「行政職」経験に加え、新たに６月以上の養成課程
を経た上で国家試験を受験する仕組みとする。

① 社会福祉主事養成課程を修了後、２年以上の実務
経験を有し６月以上の養成課程を経たものに、新たに
国家試験の受験資格を付与する。

② 身体障害者福祉司、知的障害者福祉司等の任用資
格として、社会福祉士を位置付ける。

４ 社会福祉士の任用・活用の促進

① 個人の尊厳を保持し、その有する能力・適性に応じ自
立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の
立場に立って、誠実に業務を行わなければならない。

② 介護福祉士は認知症等の心身の状況等に応じ、社会
福祉士は地域に即した創意と工夫を行い、業務を行わ
なければならない。

③ サービスが総合的かつ適切に提供されるよう、福祉
サービス提供者、医師等の保健医療サービス提供者そ
の他の関係者との連携を保たなければならない。

④ 資格取得後も、社会福祉・介護を取り巻く環境の変化
に適応するため、知識・技能の向上に努めなければなら
ない。

２ 義務規定の見直し

施行期日

１ 定義規定の見直し

公布日：定義規定・義務規定の見直し、社会福祉士の任用資格としての位置付けの拡大（１、２及び４②）
平成２１年４月１日：介護福祉士の教育内容の充実、社会福祉士の資格取得方法の見直し（３②・④及び４①）
平成２４年４月１日：介護福祉士の資格取得方法の見直し

（３①・③） ＊平成２５年１月試験から実施

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の概要
（平成19年12月５日公布）
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